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聖籠町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並

びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２７年３月２３日 

聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町規則第８号 

聖籠町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基

準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則 

聖籠町指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準並

びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準を定める条例施行規則（平成２５年聖籠町規則第１０号）の一部を

次のように改正する。 

第７条第７項中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号の

いずれかに掲げる施設等が併設されている」を「次の表の左欄に掲げる」に、

「当該各号」を「同表の中欄」に改め、「ときは、」の次に「同表の右欄に掲

げる」を加え、同項に次の表を加える。 

当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所

に中欄に掲げる施設等の

いずれかが併設されてい

る場合 

指定認知症対応型共同生

活介護事業所、指定地域密

着型特定施設、指定地域密

着型介護老人福祉施設又

は指定介護療養型医療施

設（医療法（昭和２３年法

律第２０５号）第７条第２

項第４号に規定する療養

病床を有する診療所であ

るものに限る。） 

介護職員 

当該指定介護予防小規模

多機能型居宅介護事業所

の同一敷地内に中欄に掲

げる施設等のいずれかが

ある場合 

前項中欄に掲げる施設等、

指定居宅サービスの事業

を行う事業所、指定定期巡

回・随時対応型訪問介護看

護事業所、指定認知症対応

型通所介護事業所、指定介

護老人福祉施設又は介護

老人保健施設 

看護師又は准看護師 
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第７条第７項各号を削り、同条第９項中「複合型サービス従業者」を「看護

小規模多機能型居宅介護従業者」に改める。 

附 則 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 


